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　町では、高齢者の方が元気に安心して、買い物や通院などをしていただけるよう、バス・タク
シー利用料金の一部を助成しています。是非ご利用ください。

助成額および有効期限
　①お一人につき、１冊目は年間１万２０００円分を助成券で交付します。
　②２冊目以降は同様のものを、１万円で販売します。
　③利用者証および助成券の有効期限は、交付した日から
　　平成31年３月末までです。

対象者
　●町内に住民登録を有する75歳以上の方（昭和19年4月1日以前に生まれた方）

ご利用方法
　①利用されるご本人が、利用料金のお支払いの際に「利用者証」を乗
　　務員に提示のうえ、助成券をお渡しください。
　②利用できるバス、タクシーは、下表の事業者です。

御坊第一交通 ☎63・2002 愛あいケアタクシー ☎20・1090
川上タクシー ☎24・0200 印南交通 ☎42・0105
中紀河南タクシー ☎24・1001

南部タクシー ☎0739・
　72・2133港タクシー ☎65・3100

介護タクシーふくしん ☎20・5272

御坊南海バス ☎22・1020 中紀バス ☎65・2222

■タクシー会社

■バス会社

75歳以上の方の
　お出かけを応援します

高齢者
外出支援事業

お問い合わせは、
（☎63・2051）まで。
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区分 駐車時間 料金（円） 備考

普通自動車

1時間まで 200円
1時間に満たない
端数時間は、
1時間とする。

1時間を超え、
1時間増すごと 100円

1時間に満たない
端数時間は、
1時間とする。

13時間を
超えるとき 1,560円 1日につき、

1,560円を限度とする。

1か月定期 5,230円 紀伊内原駅北側、南側
4,110円 国道沿い

自動2輪車
原動機付自転車

1日1回につき 100円
1か月定期 1,250円

自転車 1日1回につき 50円
1か月定期 620円
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（管理人）
紀伊内原駅構内
営業運営委員会

北駐車場 南駐車場

5,230円/月

駐輪場

単車　1,250円/月
自転車　620円/月 5,230円/月
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喫茶
いちりん

㈱
大新東

駐車場（国道沿）
4,110円/月
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　土砂災害特別警戒区域に指定された区域は、土砂災害が発生した場合に
建築物に損壊が生じ、住民の生命・身体に著しい危険が生じるおそれがあ
ります。
　また、町では被害のおそれがある場合に、避難勧告の発令や避難所の開
設などを行いますので、情報収集を行うと共に、普段から、避難所等の位置
確認や、避難時の持ち出し袋の用意など、いざというときに備えましょう。
　残りの地区については和歌山県の調査・指定が終了次第、順次作成予定
です。

土砂災害ハザードマップ（阿尾地区の一部を抜粋）
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